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1．はじめに

　熊本県消防学校では，毎年，特殊災害科や警
防科等の課程において，NBC災害（N：核
（nuclear）・放射線，B：生物（biological），C：
化学物質（chemical）による特殊災害）対策関
連の講義及び実習が企画・開催されている。
　これらの課程の中で，N災害時の対応に関す
る講義を担当したので報告する。

2．背景

　筆者は，約 20 年間にわたって放射線教育活
動を継続しており，この中で，大学における放
射化学実験の指導をはじめ，小学・中学・高校
等での出前授業並びに消防職員への放射線事故
時の対応等に関する講義及び実技指導を担当し
てきた。
　東日本大震災以降は放射線教育の需要が多く
なり，放射線について正しく，かつ，より分か
りやすく具体例を交えて説明することの重要性
を改めて認識するようになった。
　また，放射線安全に関わる者として，放射線
教育を展開することは，必要不可欠な社会貢献
と考える。そこで，講演等の要望があれば，業
務に支障のない限り，常に，確かな最新の情報
の収集に努めながら，放射線教育を担当してい
るところである。

3．  事前調査（受講者の受講動機と予備知識

の確認）

　講義内容を考える上で，話題のミスマッチを

防ぐために，あらかじめ，受講者の受講動機
（当該研修課程における到達目標，受講者から
の質問事項等）と，受講者の放射線に関する知
識の度合いについて調査した。
　調査の結果，今回の受講者は，熊本県内（熊
本市，有明広域人吉下球磨，水俣芦北，八代広
域，天草広域連合，山鹿植木，宇城広域連合，
菊池広域連合，阿蘇広域，上球磨，上益城及び
高遊原南）の消防職員（消防士，消防副士長，
消防士長，消防指令補）で，年齢は，27～44
歳と広範に及び，ほぼ全員が放射線に関する知
識を有していないことが分かった。なお，質疑
事項として以下の事項が寄せられた。
　① 災害に対する各消防本部の装備や資器材，

活動指針等について
　② 特殊災害発生時の安全管理体制，関係機関

との連携について
　③ 多数傷病者発生時の報道対応，現場トリア

ージ，指揮要領
　④警戒区域の設定要領について
　⑤現場での安全管理ついて
　⑥効果的な訓練方法について
　⑦各種災害での現場指揮
　⑧NBC災害時の対応について

4．説明内容

　前述の事前調査結果を基に，本論への導入と
して，まず，放射線の利用状況と熊本県におい
ても起こり得る放射線事故事例を説明し，放射
線事故の特性のうち“人々を簡単に不安に陥れ
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る”の最大の理由は，放射線に関する知識が乏
しいためであることを解いた。続いて，教室内
及び肥料からの放射線の量をサーベイメータで
測定することで，受講者の関心を引き寄せた。
　本論では，話題を（1）基礎知識，（2）N災
害時の対応，（3）活動の要点の 3項目に分けて
順次説明した。各項目の詳細はここでは省略
する。
　（1）基礎知識
　①放射線の利用
　②放射線事故
　③N災害の特性
　④放射線・放射能
　⑤放射線の性質
　⑥自然放射線
　⑦放射線の人体に与える影響
　⑧リスク
　⑨放射線測定
　（2）N災害時の対応（図 1）
　①関係法令及び組織
　自治体は，国民保護法に基づいて緊急事態連
絡本部を設置し，国をはじめ関係機関と相互に
連携協力を図ることにより，的確かつ迅速に応
急措置が実施できるよう初動体制を確立するこ
とになっており，原子力災害については，各原
子力発電所における事故を想定した防災計画の
策定が進められていることを解説した。
　また，災害が発生した際の情報共有の重要性

をはじめ広報の在り方については窓口の一本化
や外国人への配慮等具体的に解説した。
　②隊員の被ばく管理
　外部被ばくの防止のため，放射線測定器を携
行し，放射線危険区域に入る隊員には，個人被
ばく線量計を着用させ，さらに，皮膚及び体内
に放射性物質が取り込まれないように防護服を
着用させること，災害現場では，専門家の協力
を得て放射線量を把握し，被ばく線量限度を超
えないように放射線危険区域における活動時間
を設定すること，また，体内に放射性物質を摂
取したおそれがある場合には，併せて，内部被
ばく線量を評価することについて解説した。
 　また，緊急時の被ばく線量限度は，人命救
助の場合は 100 mSv，その他の場合は 10 mSv
である。特別な災害が発生した場合には，別途，
政府により線量限度が決定されることがあり，
東京電力（株）福島第一原子力発電所事故の災害
における活動にあっては，一時的に 250 mSv
とされたことを紹介した。
　③被ばくと汚染の違い
　“被ばく”と“汚染”の違いによって，活動
時の対応が大きく異なることを，事故例を挙げ
て解説した。
　④被ばくからの防護
　放射線から身を守るためには，“外部被ばく”
並びに汚染がある場合にあっては“内部被ば
く”それぞれの防護について対策をとる必要が
ある。“外部被ばく”の防護対策としては，“防
護の三原則”を用いること，“内部被ばく”の
防護対策としては，防護服等の着用による体内
に放射性物質を取り込まない対策が必要である
ことを説明した。
　（3）活動の要点（図 2）
　①災害時の対応
　講義のまとめとして，N災害の恐れがある場
合には，個人被ばく線量計，防護服，マスク等
を装着し，放射線は人間の五感では察知できな
いことから，災害現場に到着した際には，事故
施設等の担当者がいる場合には災害の状況を聴図 1　特殊災害対応自動車及び設備
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取するとともに，まず，サーベイメータを用い
て放射線の有無を測定することでN災害であ
るか否かを見極めることが重要である。N災害
であることを確認した際には，要救援者の身体
の汚染の有無を測定し，汚染があれば，その汚
染の範囲が拡大しないように汚染した部位や担
架・車両等の養生を行ってから指定の病院へ搬
送する。続いて（または平行して）他の災害で
あるか否かを確認して活動することを伝えた。
　②予防
　原子力発電所の立地がない自治体でも，テロ
による核・放射性物質を用いた攻撃の可能性は
否定できない。また，放射性物質，核燃料物
質，サイクロトロン，X線装置等は，病院をは
じめ，工場，大学，研究所等で広く利用されて
いる。火災や地震等による災害，または，放射
性物質等の輸送中の事故，線源の盗取等により
N災害が発生する恐れがあり，管内でN災害
が発生した場合を想定して，一般火災等と同じ
ように，“予防”と“訓練”の継続が重要であ
る。具体的には，管内の事業所が所持している
放射性物質等を把握し，事業所に対して厳重な
線源管理と立入管理の徹底を指導・要請し，災
害発生を想定した協議・訓練を実施することの

大切さについて解説した。

5．参考文献等

　この講義では，次の文献等を参考とした。特
に，“緊急被ばく医療研修のページ（公財）原子
力安全研究協会ホームページ”及び“スター
ト！ 119 消防職員のための放射性物質事故対応
の基礎知識　平成 23 年 3 月消防庁予防課特殊災
害室”は初心者にも分かりやすく，活動方法に
ついても具体的な内容となっており大いに参考
になった。
　消防職員にあっては，これらの資料を使って
日常での復習に役立てるよう説明した。
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図 2　RI事業所での区域等設定の例




